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トラック輸送における取号｜環境・労働時間改善協議会の地方協議会運営について

トラック輸送における取引環境伺込労働時間改善協議会については、「『トラック輸送に

おける取引環境・労働時間改善協議会Jの設霊についてj （平成 27年5月11日付け
基発05 1 1第3号、国自貨第 13号）により運営を行っていくところであるが、下記

の点についても留意の上、地方協議会の設置・運営に万全を期されたい。
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2. 次のような役割分担のもと、都道府県労働局、運輸支局及び地方トラック協会の共
同事務局とする。
（役割分担）

労働

運輸支
局：荷主企業の委員の選定、パイロット事業に係る荷主企業の選定
局：地方協議会運嘗（会場の選定、旅費・ i身1金の支払、パイロット

事業の運営）、 トラック運送事業者等の委員の選定
地方トラック協会 a実態誠査の調査票の配布等、課題・事例の掘り起こし



3 委員等を調整のよ、別添の進め方に基づき 7月までに全ての都道府県で地方協議会
を立ちょげることとし、その後は、 4半期～半年に 1回程度の開催を行う。なお、必
要に応じてワーキンググループの立ち上げや開催回数を増やすなどしても差し支えな

4. 地方協議会は公開を原員IJとする。ただし必要と認める場合（事業者の具体的な実態
の聴取を行う場合など）は、非公開で行うことができる。

5，地方協議会についての委員及び形式については、検討しやすい体制を考慮し、中央
協議会と同様！こパートナーシップ会識を改組することにより設けることでも差し支え
ない。



地方協議会の今後の進め方について

［平成 27年度］

O各都道府県単位で協議会の立ち上げに着手。（ 5月）

→各運輸支局、各都道府県労働局及び地方トラック協会との調

整

→役割分担の確認

→委員の選定、委嘱

O協議会の開催（ 6月～7月）

→議題の謂整（協議会開催に至る背景、ロードマップの確認、

平成 27年度調査の概要とスケジ斗ール説明包確認）

→謂査票送付先の検討（ 6月中に選定）

0調査の実施（ 8月～ 9月）

→調査票については、中央協識会で作成

→地方トラック協会から調査票を送付（ 8月中）

→調査票の田収（ 9月中）

0協議会の開催（ 1 0月～ 11月）

→議題の調整（実態のヒアリング（運送事業者・荷主）、調査の

進捗状況報告）

0調査票の集計・分析（ 1 0月～ 12月）

→中央で集計

→全体及び各県ごとに集計

O協議会の開催（ 2月～ 3月）

→調査の結果報告

→パイロット事業の実施内容の検討



【平成28年度】

O協議会の開催（ 4月～ 5月）

→パイロット事業実施事業者等の選定

→工程、スケジュール等事業内容の確認

0パイロット事業実施（ 6月～ 12月）

月結果の分析・検証

→阻害要因・課題の整理、対策の検討

O協議会の開催（ 1 0月～ 12月）

→パイロット事業の状況

0協議会の開催（ 2月～3月）

→パイロット事業の結果報告

→来年度のパイロット事業の実施内容の検討

［平成29年度】

0協議会の開催（ 4月～ 5月）

→パイロット事業実施事業者等の選定

→ガイドライン記載内容の検討

0パイロット事業実施（ 6月～ 12月）

→結果の分析・検証

→阻害要閣・課題の整理、対策の検討

O協議会の開催（ 1 0月～ 12月）

→パイロット事業の状況

→ガイドラインの記載内容の検討

O協議会の開催（ 2月～ 3月）

→パイ口ット事業の結果報告

→ガイドラインの記載内容の整理

（参考）


